
意 見 書

令和００年００月００日  

 （宛先） さいたま市長 

住 所 さいたま市浦和区常盤６丁目○番○号
氏 名 ○○町自治会 自治会長 □□ □□

（法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

 さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例第９条第１項の規定に

より、意見を述べます。

事業計画者の氏名又は名称 埼玉○○株式会社 

生活環境の保全の見地からの意見

・事業計画では、事業地の周囲を鋼鈑とその上に１ｍ
のメッシュフェンスで囲うこととなっているが、木
くずやがれきの破砕によって周辺住宅への騒音、粉
じん、悪臭の影響が非常に心配されるので、もっと
しっかりした塀を立てるべきではないか。 

・維持管理の計画で、年に１回環境測定をするとなっ
ているが、その程度の回数では実状を十分に把握で
きるのか疑問である。少なくとも四半期ごとに環境
測定を行い、情報を公開すべきである。

・万一、地震等の災害により周辺環境に影響がみられ
た場合の措置について、明確に定めておく必要があ
ると思う。 

提出する日を記載してください。  

自 治 会 に あ っ て は 、 自 治 会 の 名 称 及 び

代表者の氏名を記載してください。  

ど の 事 業 計 画 に 対 す る 意 見 で あ る か を 特 定 する 上 で 重 要

な 情 報 と な り ま す の で 、 間 違 え な い よ う ご 注 意 く だ さ

い 。 事 業 計 画 者 の 氏 名 又 は 名 称 は 、 さ い た ま市 の ホ ー ム

ページ上でも公開しています。  

記 入 しきれない場 合 は、別 紙 を添 付 して

も構いません。

こ の様 式 に限 ら ず 、次 の 事 項が 記 載さ

れ てい れ ば、 任 意 の書 式 で 意見 を 述べ

ることができます。  

１  提 出者の住所、氏名  

２  意 見 書 の 対 象 で あ る 事 業 計 画 者 の

氏名又は名称  

３  生 活環境の保全の見地からの意見  



【 意見書の提出方法・提出先 】 

●郵送または持参  
〒３３０－９５８８ 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ ときわ会館地下１階 
さいたま市 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物指導課 

 ※郵送の場合は、当日消印有効。 

●ファックス 
０４８－８２９－１９３３ 

●Ｅメール 
Ｅメールにて意見をお寄せいただくこともできます。
Ｅメールアドレス：ｓａｎｇｙｏ-ｈａｉｋｉｂｕｔｓｕ-ｓｈｉｄｏ（ａｔ）ｃｉｔｙ.ｓａｉｔａｍａ.ｌｇ.ｊｐ 
※ （ａｔ）は＠に置き換えてください。 

意見書を提出できる期間は、該当する事業計画書等の公告の日から、縦覧期間満了
の日から２週間を経過する日までとなります。 
記入していただいた個人情報は、さいたま市個人情報保護条例に基づいて厳重に管

理します。 


